
（国立高等専門学校機構理事長又は本校校長

の命により人事交流（教授に限る。）として勤務した期間を含む）

(4) 前号の規程に関わらず，国立高等専門学校機構理事長又は本校校長の命により人事

交流として勤務した期間は，教授に関しては全年数，准教授・講師に関しては前１号の

とおりとする。

 

 

 

 



  

 （称号の取消）

第６条　名誉教授の称号を授与された者に，名誉教授にふさわしくない行為があった場合
　は，校長は運営会議の議を経て，称号を取り消し，称号記を返納させるものとする。

       

    

附　則

    

    

       

    

 

    

       

    

   

 

           

　附　則

この規程は，令和４年11月14日から施行し，令和４年４月１日から適用する。

　附　則

この規程は，令和８年４月14日から施行する。






